
『いきいき職場づくり支援補助金』

具体的な取組内容

随時受付中！

島根県雇用政策課

1



補助要件等
島根県雇用政策課
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令和７年４月１日から令和８年1月３０日まで

交付決定日から令和８年２月末日まで



補助金申請にあたっては、「しまねいきいき職場宣言」が要件となります

島根県雇用政策課
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お問合せ先

○いきいき職場づくり支援補助金の申請・問い合わせ
〒690-0886 松江市母衣町55番地4
一般社団法人 島根県経営者協会
☎0852-61-8355
✉ikiikishokubadukuri@shimanekeikyo.com
💻https://shimanekeikyo.com/

○しまねいきいき職場宣言の申請・事業全般に関すること
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
☎0852-22-6562
✉koyo-ikiiki@pref.shimane.lg.jp
💻https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/rodo_hukusi/ikiiki/ikiiki_syokubasengen.html

お気軽にご相談ください
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